
第33号

大 分 県

令和8年3月

1

　

公
文
書
館
に
は
、
戦
前
の
温
泉
の
掘
削
・
設
置
に
関
係
し
た
資

料
と
し
て
『
鑛
泉(

こ
う
せ
ん)

分
析
成
績
書
綴
』
・
『
鑛
泉
分
析
ニ

関
ス
ル
書
類
綴
』
・
『
鑛
泉
分
析
ニ
関
ス
ル
書
類
』
２９
冊
(１)
、
『

明
治
４４
年
改　

鑛
泉
台
帳
』
１
冊
、
『
大
正
１２
年
改　

噴
気
孔
台

帳
秘
』
１
冊
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

『
鑛
泉
分
析
成
績
書
綴
』
『
鑛
泉
分
析
ニ
関
ス
ル
書
類
綴
』
『
鑛

泉
分
析
ニ
関
ス
ル
書
類
』
に
は
、
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
年
六

月
五
日
に
制
定
さ
れ
た
『
鑛
泉
取
締
規
則
』
(２)
に
沿
っ
て
出
願
さ

れ
た
鉱
泉
分
析
成
績
書
、
温
泉
名
・
湧
出
地
・
出
願
人
名
・
出
願

人
住
所
な
ど
が
記
入
さ
れ
た
文
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
初
、
別
府
地
域
の
湧
出
地
か
ら
の
出
願
が
多
く
、
別
府
町
は

用
紙
を
準
備
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
湧
出

地
在
住
者
以
外
か
ら
の
出
願
や
県
内
各
地
の
湧
出
地
の
出
願
が
み

ら
れ
ま
す
。
年
に
よ
っ
て
は
新
た
な
調
査
結
果
が
加
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
『
昭
和
９
年　

鑛
泉
分
析
ニ
関
ス
ル
書
類
綴
』
に
は
、
内

務
省
衛
生
局
か
ら
温
泉
地
の
宿
泊
施
設
や
交
通
の
便
な
ど
の
照
会

に
対
し
て
、
各
地
の
状
況
の
回
答
が
綴
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

『
明
治
４４
年
改　

鑛
泉
台
帳
』
の
表
紙
に
は
「
規
則
発
布
前
ノ

モ
ノ
」
と
朱
書
き
さ
れ
、
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
～
大
正
二

年
（
一
九
一
三
）
五
月
ま
で
の
温
泉
成
分
分
析
結
果
が
綴
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

『
大
正
１２
年
改　

噴
気
孔
台
帳　

秘
』
は
、
大
正
一
一
（
一
九

二
二
）
年
一
〇
月
一
四
日
、
取
締
規
則
に
出
願
を
要
す
る
も
の
と

し
て
「
噴
気
孔
ヲ
掘
削
シ
蒸
気
ヲ
噴
出
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
」
が
追
加

さ
れ
た
(３)
こ
と
で
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
昭
和
三
〇
年
代
ま
で

の
書
き
込
み
が
あ
り
ま
す
。
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
、
海
軍
中

将
山
内
万
寿
治
が
地
熱
用
噴
気
孔
掘
削
に
成
功
し
て
い
ま
す
。

 

【
出
典
】

　

(１)
大
正
二
～
昭
和
一
八
（
一
九
一
三
～
一
九
四
三
）
年
を
所
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
但
し
昭
和
一
三
、
一
四
年
は
所
蔵
せ
ず
）

　

(２)
『
大
分
県
報　

明
治
四
十
五
年
』

　

(３)
『
大
分
県
報　

大
正
十
一
年 

』

戦
前
の
温
泉
関
係
文
書

                                      

「大正4年鑛泉分析成績書綴」

    

      

  
 

「明治44年改鑛泉臺帳」「大正12年改 噴気孔臺帳 秘」

「昭和9年鑛泉分析ニ関スル書類綴」 「大正15年 鑛泉分析ニ関スル書類綴」 「大正2年度 鑛泉分析成績書綴」
背景：「大分縣写真帖(明治40年)」(久住硫黄砿)
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大分県公文書館だより

 

(
)

(
)

(
)

「大分県報 明治二十年（三）」

六ヶ迫冷泉の鉱泉試験成績

　

西
洋
文
化
の
流
入
に
よ
り
医
学
・
衛
生
面
か
ら
の
温
泉

調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
所
在
地
の
把
握
が
中
心
で
あ
っ

た
調
査
も
化
学
的
成
分
分
析
が
必
須
と
な
り
ま
す
。

　

明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
七
月
六
日
、
県
報
に
19
か

所
の
温
泉
・
冷
泉
の
初
め
て
の
成
分
分
析
結
果
「
大
分
県

鉱
泉
試
験
成
績
及
医
治
効
用
書
」
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
成

分
分
析
結
果
・
俗
間
伝
承
の
効
能
・
医
治
効
用
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
県
報
へ
の
掲
載
は
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）

年
ま
で
の
三
回
(１)
で
す
が
、
そ
の
後
も
調
査
と
公
表
は
続

け
ら
れ
、
様
々
な
書
籍
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
絵
図
に
引
用

さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

内
務
省
へ
の
県
政
の
定
期
報
告
で
も
温
泉
に
つ
い
て

述
べ
て
お
り
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
七
月
～
一
二

月
分
の
報
告
に
「
温
泉
は
各
所
に
湧
出
し
浴
客
が
絶
え
る 

　

全
国
統
一
の
制
度
「
温
泉
法
」
が
公
布
さ
れ
た
の
は
戦

後
の
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
に
な
っ
て
の
こ
と
で
す
。

　

【
出
典
】

　

(1)
『
大
分
県
報 

明
治
二
十
年
（
三
）
』

　
　

  

『
大
分
県
報 

明
治
二
十
一
年 

（
二
）
』
六
月
一
八
日

　
　

  

『
大
分
県
報 

明
治
二
十
二
年
』
一
二
月
二
四
日

　

(2)
『
報
告
一
件 

明
治
十
九
年
～
明
治
二
十
一
年
』

　

(3)
『
復
命
書
並
日
誌　

明
治
二
十
三
年
～
二
十
五
年
』

　

(4)
『
県
政
引
継
書 

明
治
44
年
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
分
県
立
図
書
館
所
蔵
）

　

(5)
『
大
分
県
報 

明
治
四
十
五
年
』　

　

療
養
や
保
養
の
場
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
温
泉
が
、
鉄

道
や
船
な
ど
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
っ
て
、
観
光
と
い

う
新
し
い
旅
の
目
的
と
し
て
も
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な

こ
と
な
く
賑
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
伝
承
に
よ
る
根
拠

の
な
い
理
由
か
ら
だ
。
そ
こ
で
浴
客
が
多
い
温
泉
の
分
析

を
行
い
、
検
査
結
果
を
印
刷
し
て
頒
布
し
た
」
(2)
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
四
月
二
九
日
～
五
月
七
日
、

速
見
郡
へ
出
張
し
た
大
分
県
衛
生
課
技
手
の
五
十
川
徹
夫

が
提
出
し
た
復
命
書
(3)
に
は
当
時
の
調
査
の
様
子
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
伝
染
病
対
応
協
議
の
た
め
現
地
の
医
師

を
招
集
し
ま
し
た
が
悪
天
候
で
集
ま
ら
ず
、
対
策
を
指
示

し
て
現
地
分
析
調
査
に
向
い
ま
し
た
が
雨
水
が
流
入
、
翌

日
再
び
ト
ラ
イ
、
予
定
外
の
検
査
希
望
を
受
け
て
の
実
施

な
ど
、
日
出
・
乙
原
・
鶴
見
・
鍋
山
・
明
礬
・
塚
原
を
ま

わ
る
出
張
で
し
た
。

　

温
泉
地
と
し
て
有
名
に
な
る
に
つ
れ
て
温
泉
資
源
が

無
限
で
は
な
い
こ
と
も
県
行
政
に
お
け
る
懸
念
事
項
と
な

っ
て
い
き
ま
す
。
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
七
月
の
一

三
代
知
事
千
葉
貞
幹(

ち
ば
て
い
か
ん)

か
ら
一
四
代
知
事

昌
谷
彰(

さ
か
や
あ
き
ら)

へ
の
任
期
中
の
県
政
の
進
捗
や

課
題
が
記
さ
れ
て
い
る
引
継
書
の
中
に
、
「
鉱
泉
取
締
規

則
制
定
ノ
件
」
と
し
て
「
乱
掘
に
よ
る
弊
害
が
顕
著
と
な

り
取
締
法
制
定
に
向
け
て
調
査
中
で
あ
る
」
(4)
と
書
か

れ
、
温
泉
の
利
用
と
保
護
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

対
策
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
戦
前
は

温
泉
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
は
地
方
長
官
（
府
県
知
事
）

に
任
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
年
六
月
五
日
、
大

分
県
で
は
「
鉱
泉
取
締
規
則
則
」
が
昌
谷
彰
知
事
に
よ
り
制

定
(5)
さ
れ
ま
し
た
。
許
可
が
必
要
な
ケ
ー
ス
、
県
に
よ
る

温
泉
の
成
分
分
析
成
績
書
の
提
出
が
必
要
な
こ
と
、
浴
場

の
設
置
基
準
、
ミ
ョ
ウ
バ
ン
な
ど
の
鉱
泉
副
産
物
販
売
に

関
す
る
規
定
、
許
可
取
消
、
無
許
可
の
鉱
泉
へ
の
罰
則
な

ど
が
定
め
ら
れ
、
乱
掘
へ
の
歯
止
め
、
浴
場
や
宿
泊
施
設

の
衛
生
状
況
の
向
上
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

温
泉
保
護
と
適
正
利
用
に
向
け
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
査
開
始

り
ま
し
た
。
観
光
客
誘
致
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
絵
葉
書
が

数
多
く
作
成
さ
れ
、
人
々
を
温
泉
地
へ
誘
い
ま
し
た
。
上

空
か
ら
の
鳥
の
視
線
で
景
色
を
描
く
鳥
瞰
図
も
人
気
で
し

た
。

　

下
図
は
大
分
県
庁
内
に
あ
っ
た
大
分
県
風
景
協
会
が

昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
八
月
二
五
日
に
発
行
し
た
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
で
す
。
く
じ
ゅ
う
の
国
立
公
園
指
定
に
関
係
し

て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

図
中
に
は
名
所
旧
跡
と
共
に
、
多
く
の
山
々
の
名
前
や

キ
ャ
ン
プ
地
・
海
水
浴
場
・
ス
キ
ー
場
が
示
さ
れ
、
各
地

を
結
ぶ
道
路
に
は
自
動
車
が
走
り
、
観
光
だ
け
で
な
く
ア

ウ
ト
ド
ア
や
ド
ラ
イ
ブ
が
満
喫
で
き
る
大
分
県
を
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
た
く
さ
ん
の
温
泉
地
が
書
き

込
ま
れ
て
お
り
、
さ
か
ん
に
湯
け
む
り
を
上
げ
て
い
ま
す
。

　

作
者
は
金
子
常
光
。
「
大
正
の
広
重
」
と
呼
ば
れ
た
鳥

瞰
図
の
大
家
の
吉
田
初
三
郎
の
有
力
な
弟
子
で
し
た
。

【
出
典
】

   

『
景
勝
の
大
分
縣
』
〔
鳥
瞰
図
〕



(
) 

(
)

(
)

(
)

(
)

(

)
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第 33 号 令和 8　年 3 月

鳥
瞰
図（
ち
ょ
う
か
ん
ず
）で

                      

大
分
県
を
ア
ピ
ー
ル

　

西
洋
文
化
の
流
入
に
よ
り
医
学
・
衛
生
面
か
ら
の
温
泉

調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。
所
在
地
の
把
握
が
中
心
で
あ
っ

た
調
査
も
化
学
的
成
分
分
析
が
必
須
と
な
り
ま
す
。

　

明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
七
月
六
日
、
県
報
に
19
か

所
の
温
泉
・
冷
泉
の
初
め
て
の
成
分
分
析
結
果
「
大
分
県

鉱
泉
試
験
成
績
及
医
治
効
用
書
」
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
成

分
分
析
結
果
・
俗
間
伝
承
の
効
能
・
医
治
効
用
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
県
報
へ
の
掲
載
は
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）

年
ま
で
の
三
回
(１)
で
す
が
、
そ
の
後
も
調
査
と
公
表
は
続

け
ら
れ
、
様
々
な
書
籍
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
絵
図
に
引
用

さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

内
務
省
へ
の
県
政
の
定
期
報
告
で
も
温
泉
に
つ
い
て

述
べ
て
お
り
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
七
月
～
一
二

月
分
の
報
告
に
「
温
泉
は
各
所
に
湧
出
し
浴
客
が
絶
え
る 

　

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
養
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
別
府
大

学
史
学
・
文
化
財
学
科
の
「
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
養
成
課
程
の

実
習
施
設
」
と
し
て
当
館
が
協
力
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
７
年
は
、
３
年
生
８
名
を
受
入
れ
た
実
習
を
10
月

10
日
と
24
日
の
２
日
に
分
け
て
開
催
を
し
ま
し
た
。

　

１
日
目
は
当
館
の
概
要
説
明
後
に
、
普
段
は
当
館
職
員

以
外
は
立
ち
入
れ
な
い
書
庫
な
ど
の
施
設
見
学
を
行
い
、

貴
重
な
歴
史
資
料
が
ど
の
よ
う
に
保
存
さ
れ
て
い
る
か
を

確
認
し
ま
し
た
。

　

全
国
統
一
の
制
度
「
温
泉
法
」
が
公
布
さ
れ
た
の
は
戦

後
の
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
に
な
っ
て
の
こ
と
で
す
。

　

【
出
典
】

　

(1)
『
大
分
県
報 

明
治
二
十
年
（
三
）
』

　
　

  

『
大
分
県
報 

明
治
二
十
一
年 

（
二
）
』
六
月
一
八
日

　
　

  

『
大
分
県
報 
明
治
二
十
二
年
』
一
二
月
二
四
日

　

(2)
『
報
告
一
件 
明
治
十
九
年
～
明
治
二
十
一
年
』

　

(3)
『
復
命
書
並
日
誌　

明
治
二
十
三
年
～
二
十
五
年
』

　

(4)
『
県
政
引
継
書 

明
治
44
年
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
分
県
立
図
書
館
所
蔵
）

　

(5)
『
大
分
県
報 

明
治
四
十
五
年
』　

　

療
養
や
保
養
の
場
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
温
泉
が
、
鉄

道
や
船
な
ど
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
っ
て
、
観
光
と
い

う
新
し
い
旅
の
目
的
と
し
て
も
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な

実習の様子

こ
と
な
く
賑
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
伝
承
に
よ
る
根
拠

の
な
い
理
由
か
ら
だ
。
そ
こ
で
浴
客
が
多
い
温
泉
の
分
析

を
行
い
、
検
査
結
果
を
印
刷
し
て
頒
布
し
た
」
(2)
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
四
月
二
九
日
～
五
月
七
日
、

速
見
郡
へ
出
張
し
た
大
分
県
衛
生
課
技
手
の
五
十
川
徹
夫

が
提
出
し
た
復
命
書
(3)
に
は
当
時
の
調
査
の
様
子
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
伝
染
病
対
応
協
議
の
た
め
現
地
の
医
師

を
招
集
し
ま
し
た
が
悪
天
候
で
集
ま
ら
ず
、
対
策
を
指
示

し
て
現
地
分
析
調
査
に
向
い
ま
し
た
が
雨
水
が
流
入
、
翌

日
再
び
ト
ラ
イ
、
予
定
外
の
検
査
希
望
を
受
け
て
の
実
施

な
ど
、
日
出
・
乙
原
・
鶴
見
・
鍋
山
・
明
礬
・
塚
原
を
ま

わ
る
出
張
で
し
た
。

　

温
泉
地
と
し
て
有
名
に
な
る
に
つ
れ
て
温
泉
資
源
が

無
限
で
は
な
い
こ
と
も
県
行
政
に
お
け
る
懸
念
事
項
と
な

っ
て
い
き
ま
す
。
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
七
月
の
一

三
代
知
事
千
葉
貞
幹(

ち
ば
て
い
か
ん)

か
ら
一
四
代
知
事

昌
谷
彰(

さ
か
や
あ
き
ら)

へ
の
任
期
中
の
県
政
の
進
捗
や

課
題
が
記
さ
れ
て
い
る
引
継
書
の
中
に
、
「
鉱
泉
取
締
規

則
制
定
ノ
件
」
と
し
て
「
乱
掘
に
よ
る
弊
害
が
顕
著
と
な

り
取
締
法
制
定
に
向
け
て
調
査
中
で
あ
る
」
(4)
と
書
か

れ
、
温
泉
の
利
用
と
保
護
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

対
策
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
戦
前
は

温
泉
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
は
地
方
長
官
（
府
県
知
事
）

に
任
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
年
六
月
五
日
、
大

分
県
で
は
「
鉱
泉
取
締
規
則
則
」
が
昌
谷
彰
知
事
に
よ
り
制

定
(5)
さ
れ
ま
し
た
。
許
可
が
必
要
な
ケ
ー
ス
、
県
に
よ
る

温
泉
の
成
分
分
析
成
績
書
の
提
出
が
必
要
な
こ
と
、
浴
場

の
設
置
基
準
、
ミ
ョ
ウ
バ
ン
な
ど
の
鉱
泉
副
産
物
販
売
に

関
す
る
規
定
、
許
可
取
消
、
無
許
可
の
鉱
泉
へ
の
罰
則
な

ど
が
定
め
ら
れ
、
乱
掘
へ
の
歯
止
め
、
浴
場
や
宿
泊
施
設

の
衛
生
状
況
の
向
上
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

り
ま
し
た
。
観
光
客
誘
致
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
絵
葉
書
が

数
多
く
作
成
さ
れ
、
人
々
を
温
泉
地
へ
誘
い
ま
し
た
。
上

空
か
ら
の
鳥
の
視
線
で
景
色
を
描
く
鳥
瞰
図
も
人
気
で
し

た
。

　

下
図
は
大
分
県
庁
内
に
あ
っ
た
大
分
県
風
景
協
会
が

昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
八
月
二
五
日
に
発
行
し
た
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
で
す
。
く
じ
ゅ
う
の
国
立
公
園
指
定
に
関
係
し

て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

図
中
に
は
名
所
旧
跡
と
共
に
、
多
く
の
山
々
の
名
前
や

キ
ャ
ン
プ
地
・
海
水
浴
場
・
ス
キ
ー
場
が
示
さ
れ
、
各
地

を
結
ぶ
道
路
に
は
自
動
車
が
走
り
、
観
光
だ
け
で
な
く
ア

ウ
ト
ド
ア
や
ド
ラ
イ
ブ
が
満
喫
で
き
る
大
分
県
を
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
た
く
さ
ん
の
温
泉
地
が
書
き

込
ま
れ
て
お
り
、
さ
か
ん
に
湯
け
む
り
を
上
げ
て
い
ま
す
。

　

作
者
は
金
子
常
光
。
「
大
正
の
広
重
」
と
呼
ば
れ
た
鳥

瞰
図
の
大
家
の
吉
田
初
三
郎
の
有
力
な
弟
子
で
し
た
。

【
出
典
】

   
『
景
勝
の
大
分
縣
』
〔
鳥
瞰
図
〕

　

２
日
目
は
公
文
書
館
シ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

件
名
デ
ー
タ
を
登
録
す
る
た
め
の
業
務
を
行
い
、
そ
の
後
、

利
用
者
か
ら
の
資
料
調
査
相
談
を
想
定
し
た
問
題
に
つ
い

て
、
公
文
書
館
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
資
料
検
索
を
行
い
、

資
料
を
提
供
す
る
ま
で
の
実
習
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
12
月
17
日
か
ら
19
日
に
か
け
、
別
府
大
学
文

学
研
究
科
の
大
学
院
生
１
名
の
実
習
を
受
入
れ
ま
し
た
。

収
集
し
た
資
料
の
書
誌
デ
ー
タ
や
、
く
ず
し
字
を
含
む
古

い
時
代
の
文
書
の
内
容
細
目
デ
ー
タ
を
公
文
書
館
シ
ス
テ

ム
に
登
録
す
る
業
務
、
資
料
登
録
後
に
く
ん
蒸
消
毒
さ
れ

た
資
料
を
書
庫
内
に
排
架
す
る
業
務
な
ど
を
体
験
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

ど
ち
ら
の
実
習
で
も
行

っ
た
デ
ー
タ
登
録
作
業
で

は
、
資
料
に
書
か
れ
て
い
る

内
容
を
理
解
・
整
理
し
、
利

用
相
談
な
ど
で
の
資
料
検

索
に
対
応
す
る
た
め
の
検

索
語
句
を
織
り
交
ぜ
た
入

力
デ
ー
タ
を
作
成
す
る
な

ど
、
熱
心
な
姿
が
見
ら
れ
ま

し
た
。

別
府
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
実
習
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令
和
７
年
11
月
20
日
(木)
に
、
大
分
県
歴
史
資
料
保
存
活

用
連
絡
協
議
会
と
別
府
大
学
の
共
催
に
よ
る
「
記
録
史
料
保

記
録
史
料
保
存
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

出
張
展
示
を
開
催
し
ま
し
た

存
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し

ま
し
た
。

　

市
町
村
の
文
書
管
理
や

文
化
財
の
担
当
者
を
は
じ

め
、
一
般
県
民
の
方
々
、

別
府
大
学
の
学
生
ら
47

名
に
ご
来
場
い
た
だ
き
、

２
つ
の
講
演
と
、
針
谷
別

府
大
学
教
授
、
講
師
２
名

に
参
加
者
も
加
わ
っ
た
意

見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　

香
川
県
に
お
け
る
公
文
書
関
係
の
例
規
の
整
備
や
、
同
県

内
外
の
自
治
体
の
公
文
書
管
理
の
体
制
・
ル
ー
ル
作
り
に
関

わ
っ
て
き
た
ご
経
験
を
も
と
に
、
自
治
体
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

機
能
を
備
え
る
う
え
で
考
慮
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
具
体

的
に
紹
介
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
を
適
切
に
収
集
・
選
別

し
、
県
民
、
職
員
に
活
発
に
利
用
さ
れ
る
た
め
、
目
途
に
挙

げ
て
お
く
べ
き
制
度
や
組
織
・
人
材
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は

公
文
書
館
施
設
の
ス
タ
イ
ル
の
提
案
な
ど
の
お
話
が
あ
り
、

大
変
有
益
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

人
々
が
活
発
に
活
動
し
て
社
会
が
変
動
し
て
い
け
ば
、
先

　

当
館
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
な
ど
の
記
録

を
収
集
、
整
理
、
保
存
し
、
文
化
遺
産
と
し
て
後
世
に
伝
え

る
こ
と
を
目
的
に
平
成
７
年
２
月
に
開
館
し
、
昨
年
は
開
館

30
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

所
蔵
す
る
資
料
は
、
多
く
の
方
に
閲
覧
な
ど
利
用
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
公
文
書
館
の
使
命
の
一
つ
で
す
が
、
行
政
の

文
書
が
中
心
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
限
ら
れ
た
方
々
の
利
用
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
の
が
実
際
で
す
。

　

そ
こ
で
、
公
文
書
館
か
ら
資
料
を
持
ち
出
し
て
皆
さ
ん
に

ご
覧
い
た
だ
く
「
出
張
展
示
」
を
、
令
和
８
年
１
月
21
日
か

「
公
文
書
館
の
な
い
基
礎
自
治
体
の

　
　
　
　
　
　
　
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
管
理
と
活
用
」

　
　
　 

香
川
県
立
文
書
館 

専
門
職
員
　
嶋
田 

典
人 

氏

「
歴
史
史
料
を
後
世
に
残
す
た
め
に
」

　
　
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
誉
教
授
　
吉
良 

國
光 

氏

人
の
「
活
動
の
痕
跡
」
や
「
創
造
し
た
物
」
で
あ
る
貴
重
な

歴
史
資
料
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
繋
が
る
、
と
の
警
鐘
に
始
ま

り
、
現
代
に
お
け
る
史
料
の
保
存
の
困
難
性
に
つ
い
て
、
ご

自
身
の
活
動
を
も
と
に
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

大
分
県
内
や
福
岡
県
内
で
、
実
際
に
現
地
調
査
を
行
っ
た

具
体
的
な
経
過
を
一
つ
一
つ
紹
介
い
た
だ
き
、
調
査
・
研
究

の
活
動
こ
そ
が
貴
重
史
料
の
発
見
や
保
存
に
結
び
付
く
、
と

の
お
話
に
、
参
加
者
も
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　
　ら

３

月

２６
日

に

か
け
て
、
大
分
県

庁
舎
本
館
１
階
県

民
室
に
お
い
て
開

催
し
ま
し
た
。

　

展
示
テ
ー
マ
を

『
成
立
期
の
大
分

県
』
と
し
、
大
分

県
の
ル
ー
ツ
を
感

じ
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
公
文
書

管
理
の
意
義
を
一

考
し
て
い
た
だ
け

る
公
文
書
（
レ
プ

リ
カ
）
な
ど
を
紹

介
し
ま
し
た
。

(木)


